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冠省 

当法人の貴社に対する令和３年 9 月 6 日付質問書に対し、令和３年１０月４

日付で貴社からご送付いただいた回答書を受領しました。懇切なご回答をくだ

さり、誠にありがとうございます。 

 

質問事項 1 への回答につきましては、商品券不着の場合の処理の詳細をご教

示くださり、ありがとうございます。「貯めチャオ」約款（以下「本約款」とい

います。）第 8 条第 2 項前段が、不着時に直ちに商品券引渡債務を消滅させる意

図ではなく、消滅時効期間経過後のやむを得ない処分を想定した規定であるこ

とを理解しました。 

 質問事項 2 への回答につきましては、本約款第１０条に関して、当事者双方

の責めに帰することができない事由により商品券の引渡しが不能となった場合

の解除権についてもカバーされるような修正をご検討いただけるとのこと、あ

りがとうございます。 

 質問事項３への回答につきましては、本約款第１０条第１項後段を民法の民

事法定利率をベースとした修正をご検討いただけるとのこと、ありがとうござ
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います。 

 質問事項４への回答につきましては、本約款第１０条２項が、実質的に一部解

除の規定であって、それにより実際に支払われた割賦金の範囲内に契約を縮減

することを目的とするものであることを理解しました。そうであるならば、むし

ろその実質どおりに一部解除として規定した方が、簡明であって、消費者契約法

第３条の趣旨に適うのではないかとの印象を受けております。 

また、来年１月１日（予定）付で本約款を改訂する予定であることをご教示く

ださり、ありがとうございます。 

 

なお、これまでやり取りさせていただいた質問書及び貴社の回答書につきま

しては、当法人のウェブサイト上ですでに公表しておりますが、本書面につきま

しても同様に公表させていただきますことを申し添えいたします。 

草々 


